
時期

事業計画後直ちに ①区市町村との事前相談 ● ●

②都における事前相談 　○ ○ ○

○ ○

③建築確認申請 ○

④建築確認済書受理 ○

⑤サービス付き高齢者
　向け住宅登録

○ ○

○ ○ ○

指定予定日前々月
末日まで

⑥特定施設
　事業者指定申請

○ ○ ○

指定予定日前月中
旬

⑦現地確認　※２

毎月１日 ⑧指　定 ○ ○ ○

入　居　開　始

※２　建物（建築確認検査済）及び必要な備品等の確認を現地で行います。

※１　事前にサービス付き高齢者向け住宅の登録基準（面積・設備等）の確認が必要です。
　　　②の時点で必ず設計図面（面積の確認できるもの）を「東京都福祉保健財団」
　　　（電話：03-3344-8637）に持参のうえ、サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する相談を行ってください。

流れ 東京都福祉保健財団 設置予定者
東京都

（福祉保健局在宅支援課）
区市町村

サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護）の事務手続フロー

事前相談状況につ
いての回答（任意）
（要領様式２）

事前相談結果
通知書

（要領様式３）

介護保険法
第70条第６項
に基づく通知

意見書指定

登録申請

事前相談計画書
の提出

（要領様式１）

登録結果

申請

〔事業開始２ヶ月前〕

事前相談計画書類及び区市町村要綱等による書類の提出

都における協議前に必ず建
築を計画している地元区市
町村福祉所管課に協議を行
うこと。

登録基準
の確認（※１）

工事着工

工事完了

（サービス付き高齢者向け住宅の登録） （特定施設入居者生活介護の指定）


